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障害者差別解消に関する特記仕様書   
 （対応要領に沿った対応） 

第 1条 この契約による工事（以下「本件工事」という。）を請け負った者（以

下「受注者」という。）は、本件工事を施工するに当たり、障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65号。以下「法」という。）、

愛知県障害者差別解消推進条例（平成 27 年愛知県条例第 56 号）及び名古屋

市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例（平成

30年名古屋市条例第 61号）に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解

消の推進に関する名古屋市職員対応要領（平成 28年 1月策定。以下「対応要

領」という。）に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その

他障害者に対する適切な対応を行うものとする。 

 2 前項に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領において示され

ている障害種別の特性について十分に留意するものとする。 

 

 （対応指針に沿った対応） 

第 2条 前条に定めるもののほか、受注者は、本件工事を施工するに当たり、本

件工事に係る対応指針（法第11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。）

に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。 

 

（再委託先への準用） 

第 3 条 本件工事の施工に当たり、本件工事の一部を第三者へ請け負わせた場

合、当該請負先の事業者においても前 2 条を準用し、障害者に対する適切な

対応を行うものとする。 


